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変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 （１）立地適正化計画とは                           

  ●立地適正化計画とは 

 

略（変更なし） 

 

  ●立地適正化計画に定める事項 

 

 

立地適正化計画では、おおむね２０年後の都市の姿を展望し、基本的に以下の事

項を定めます。 

○立地適正化計画の区域 

○立地の適正化に関する基本的な方針 

○居住誘導区域と市が講ずべき施策 

○都市機能誘導区域と市が講ずべき施策 

○誘導施設（都市機能誘導区域ごとの誘導施設、誘導施設の整備事業など） 

〇都市の防災に関する機能の確保に関する指針（『防災指針』） 

○施策又は事業等の推進に関連して必要な事項 

○その他、居住や施設の立地適正化を図るために必要な事項など 

 

 

 （２）人口減少と高齢化により進行する課題                   

 

略（変更なし） 

 

 

 

 （１）立地適正化計画とは                           

  ●立地適正化計画とは 

 

略（変更なし） 

 

  ●立地適正化計画に定める事項 

 

 

立地適正化計画では、おおむね２０年後の都市の姿を展望し、基本的に以下の事

項を定めます。 

○立地適正化計画の区域 

○立地の適正化に関する基本的な方針 

○居住誘導区域と市が講ずべき施策 

○都市機能誘導区域と市が講ずべき施策 

○誘導施設（都市機能誘導区域ごとの誘導施設、誘導施設の整備事業など） 

 

○施策又は事業等の推進に関連して必要な事項 

○その他、居住や施設の立地適正化を図るために必要な事項など 

 

 

 （２）人口減少と高齢化により進行する課題                   

 

略（変更なし） 

１ 
ははじじめめにに  

都市全体を見渡しながら、計画の対象となる区域や基本的な方針の他、居住や

生活サービス機能を維持・誘導する区域やそのための施策等を定めます 

１ 
ははじじめめにに  

都市全体を見渡しながら、計画の対象となる区域や基本的な方針の他、居住や

生活サービス機能を維持・誘導する区域やそのための施策等を定めます 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 （１）久留米市の人口推移                           

  ①人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口推移 

 

 

●一定規模以上の人口集積がある地区分布の動向 

 

 

 （２）人口減少と高齢化により進行する課題                   

  ①行政運営 

 

 

 

⑤人口減少の更なる進行 

 

 

 

 

●人口減少がもたらす諸問題 

略（変更なし） 

 

 

 

 （１）久留米市の人口推移                           

  ①人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口推移 

 

 

●一定規模以上の人口集積がある地区分布の動向 

 

 

 （２）人口減少と高齢化により進行する課題                   

  ①行政運営 

 

 

 

⑤人口減少の更なる進行 

 

 

 

 

 

●人口減少がもたらす諸問題 

略（変更なし） 

２ 
久久留留米米市市のの現現状状とと将将来来のの課課題題  

～ 

２ 
久久留留米米市市のの現現状状とと将将来来のの課課題題  

～ 略（変更なし） 略（変更なし） 

市街地を維持する人口の維持・集積を図ることが必要 

○人口減少が顕著で、一定規模の人口を確保できない地区が発生し、

サービス施設の撤退や、それに伴う身近な生活サービスを受けら

れない居住地が増加するおそれがある 

○人口構成が大きく変化しており、地域によっては高齢者福祉施設

や児童福祉施設の過不足が発生するおそれがある 

○高齢化の進行に伴い、自主避難が困難な世帯が増加し、災害時に

被害の拡大を招くおそれがある 
 

【問題】 

市街地を維持する人口の維持・集積を図ることが必要 

○人口減少が顕著で、一定規模の人口を確保できない地区が発生し、

サービス施設の撤退や、それに伴う身近な生活サービスを受けら

れない居住地が増加 

○人口構成が大きく変化しており、地域によっては高齢者福祉施設

や児童福祉施設の過不足が発生 

【問題】 

～ 略（変更なし） ～ 略（変更なし） 

○人口減少による様々な問題が、都市の衰退を進行させ、更なる人

口減少の要因となり、負のスパイラルが続く 

【問題】 

持続可能な都市構造への転換が必要 

○人口減少による様々な問題が、都市の衰退を進行させ、更なる人

口減少の要因となり、負のスパイラルが続く 

【問題】 

集約型の都市構造への転換が必要 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 （３）頻発・激甚化する自然災害による課題                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●災害ハザードの重ね合わせ（久留米市） 
・山沿いでは土砂災害、河川流域では洪水などの災害リスクが、広範囲に分布。 
・市街地においても、災害リスクが高い地区が存在。 

○災害リスクの高い地域に居住者が増加すると、都市基盤施設の整

備費、維持管理費が増大するおそれがある 

【問題】 

●水災害リスクの高い日本 
・平成 20 年～平成 29 年の 10 年間に全国の約 97％以上の市町村で、水害・土砂
災害が発生。頻発する自然災害により甚大な被害が発生。災害リスクに応じ、居住可
能な土地の安全性を確保する対策が必要。 

災害リスクを回避・低減するための総合的な対策が必要 

※ 水災害とは、水害（洪水、内水、津波、高潮）と土砂災害を指す 



 

変  更  後 変  更  前 

  

（
３
）
久
留
米
市
の
現
状
と
将
来
の
課
題

 

【
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
進
行
す
る
問
題
】
 

○
人
口
減
少
が
顕
著
で
一
定
規
模
の
人
口
を
確
保
で
き
な
い
地
区
が
発
生
し
、
サ
ー

ビ
ス
施
設
の
撤
退
や
そ
れ
に
伴
う
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
居
住
地

が
増
加
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
人
口
構
成
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
高
齢
者
福
祉
施
設
や
児

童
福
祉
施
設
の
過
不
足
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
自
主
避
難
が
困
難
な
世
帯
が
増
加
し
、
災
害
時
に
被
害

の
拡
大
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る

 

 ○
久
留
米
中
心
地
域
以
外
で
は
、
施
設
の
利
便
区
域
内
（
徒
歩
圏
内
）
の
人
口
密
度

が
低
く
、
機
能
の
持
続
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
 

○
人
口
減
少
に
伴
い
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
縮
小
・
撤
退
が
進
行
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
生
活
利
便
性
の
更
な
る
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ
る

 

○
近
年
の
中
心
市
街
地
の
居
住
人
口
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
歩
行
者
数
は
減
少

傾
向
に
あ
り
、
市
中
心
部
の
賑
わ
い
低
下
が
市
域
全
体
の
魅
力
低
下
を
招
く
お
そ

れ
が
あ
る

 

○
災
害
リ
ス
ク
の
高
い
地
域
に
居
住
者
が
増
加
す
る
と
、
都
市
基
盤
施
設
の
整
備

費
、
維
持
管
理
費
が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

 

○
公
共
交
通
利
用
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
き
、
公

共
交
通
の
利
便
性
の
低
い
地
域
が
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

 

○
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
扶
助
費
が
増
大
す
る
こ
と
で
、
公
共
施
設
の
改
修
や
建

替
え
を
行
う
た
め
の
十
分
な
予
算
の
確
保
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
 

○
市
街
地
の
拡
大
・
低
密
度
化
が
進
行
し
続
け
れ
ば
、
都
市
基
盤
施
設
の
維
持
管
理

費
の
増
大
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
 

○
人
口
減
少
や
自
然
災
害
の
増
加
に
よ
る
様
々
な
問
題
が
、
都
市
の
衰
退
を
進
行
さ

せ
、
更
な
る
人
口
減
少
の
要
因
と
な
り
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
続
く
 

・
人
口
減
少
に
よ
る
空
き
家
の
増
加
に
伴
う
、
防
犯
上
の
危
険
性
が
増
大
 

・
浸
水
被
害
の
増
加
に
よ
り
、
家
屋
等
の
被
害
額
が
増
大
 

・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
維
持
で
き
な
い
問
題
が
発
生

 
他
 

＜
人
口
の
推
移
か
ら
み
る
問
題
＞

 
 ＜
各
種
都
市
の
問
題
＞

 
 ＜
人
口
減
少
の
更
な
る
進
行
、
自
然
災
害
の
増
加
に
よ
り
顕
在
化
す
る
問
題
＞

 
 

 

 

公
共
交
通
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
交
通
沿

線
に
お
け
る
人
口
密
度
の
確
保
や
土
地
利
用
と
連
携
し

た
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
必
要

 

公
共
施
設
の
統
廃
合
な
ど
に
よ
る
量
と
機
能
の
見
直

し
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
形
成
や
各
種
都
市
機
能

の
集
積
に
よ
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
効
率
的

で
効
果
的
な
行
政
（
都
市
）
経
営
を
図
る
こ
と
が
必

要
 

市
街
地
を
維
持
す
る
人
口
の
維
持
・
集
積
を
図
る
こ
と

が
必
要

 

 持
続
可
能
な
都
市
構
造
へ
の
転
換
が
必
要

 

 生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
が
維
持
で
き
る
圏
域
人
口
密
度
の

確
保
が
必
要

 

中
心
市
街
地
の
求
心
力
を
高
め
活
性
化
を
図
る
こ
と
が

必
要

 

災
害
リ
ス
ク
を
回
避
・
低
減
す
る
た
め
、
ハ
ー
ド
・
ソ

フ
ト
・
土
地
利
用
等
の
総
合
的
な
対
策
が
必
要

 

 

【
久
留
米
市
の
現
状
】
 

【
久
留
米
市
の
人
口
の
推
移
】
 

 ・
人
口
減
少
が
顕
著
で
、
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
に
は
約
３
割
減

少
 

・
高
齢
者
は
約
１
万
人
増
加
、
年
少
人
口
は
約
２
万
人
減
少

 
・
一
定
規
模
以
上
の
人
口
集
積
が
あ
る
地
区
の
平
成
２
２
年
（
２
０
１

０
年
）
か
ら
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
の
推
移
に
つ
い
て
、
久
留

米
中
心
地
域
で
は
、
面
積
に
比
べ
て
人
口
の
減
少
率
が
高
く
、
市
街

地
の
低
密
度
化
が
進
行
 

土
地
利
用
他
 

・
都
市
的
土
地
利
用
の
面
積
は
拡
大
 

・
耳
納
連
山
山
麓
部
、
筑
後
川
周
辺
等
の
市
街
地
に
災
害
リ

ス
ク
の
高
い
エ
リ
ア
が
分
布
 

・
市
街
地
に
お
い
て
、
床
上
浸
水
等
の
内
水
被
害
が
発
生
 

交
通
 

・
徒
歩
、
二
輪
車
、
公
共
交
通
（
鉄
道
、
バ
ス
）
の
利
用
構
成

は
減
少
、
自
動
車
は
増
加
傾
向

 
・
路
線
バ
ス
利
用
者
数
、
一
日
当
た
り
の
運
行
回
数
は
減
少

し
、
赤
字
補
助
額
は
年
々
増
加

 
・
人
口
の
約
２
５
％
に
あ
た
る
市
民
が
、
公
共
交
通
の
徒
歩

圏
域
外
に
分
布
 

都
市
機
能
 

・
医
療
施
設
（
外
科
・
内
科
）
は
概
ね
充
足
 

・
高
齢
者
施
設
は
、
充
足
率
は
高
い
が
、
カ
バ
ー
区
域
の
人
口

密
度
は
低
い
 

・
商
業
施
設
は
充
足
す
る
が
、
地
域
別
で
は
充
足
が
低
い
地

域
が
あ
る
 

中
心
市
街
地
 

・
企
業
数
、
事
業
所
数
、
従
業
者
数
と
も
に
、
県
内
第
３
位
で

筑
後
地
域
の
中
心
都
市
 

・
中
心
市
街
地
の
空
き
店
舗
率
は
平
成
２
１
年
（
２
０
０
９

年
）
２
７
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
る
が
、
約
２
０
％
を

前
後
に
横
ば
い
 

行
政
運
営
 

・
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
扶
助
費
が
大
幅
に
増
加
す
る
一
方

で
、
普
通
建
設
事
業
費
の
規
模
は
縮
小
す
る
 

・
老
朽
化
す
る
施
設
の
改
修
費
や
施
設
建
替
事
業
が
数
十
年

に
わ
た
っ
て
続
く
 

人
口
減
少
の
更
な
る
進
行
、
 

頻
発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
に
よ
り
 

都
市
の
問
題
が
顕
在
化

 

【
課
題
】

【
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
進
行
す
る
問
題
】

【
久
留
米
市
の
現
状
】

【
頻
発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災
害
に
よ
る
問
題
】

 

【
久
留
米
市
の
現
状
】
 

【
久
留
米
市
の
人
口
の
推
移
】
 

 ・
人
口
減
少
が
顕
著
で
、
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
に
は
約
３
割
減

少
 

・
高
齢
者
は
約
１
万
人
増
加
、
年
少
人
口
は
約
２
万
人
減
少

 
・
一
定
規
模
以
上
の
人
口
集
積
が
あ
る
地
区
の
平
成
２
２
年
（
２
０
１

０
年
）
か
ら
令
和
３
２
年
（
２
０
５
０
年
）
の
推
移
に
つ
い
て
、
久
留

米
中
心
地
域
で
は
、
面
積
に
比
べ
て
人
口
の
減
少
率
が
高
く
、
市
街

地
の
低
密
度
化
が
進
行
 

土
地
利
用
他
 

・
都
市
的
土
地
利
用
の
面
積
は
拡
大
 

・
耳
納
連
山
山
麓
部
、
筑
後
川
周
辺
の
市
街
地
に
災
害
危
険

区
域
が
分
布
 

公
共
交
通
 

・
徒
歩
、
二
輪
車
、
公
共
交
通
（
鉄
道
、
バ
ス
）
の
利
用
構
成

は
減
少
、
自
動
車
は
増
加
傾
向

 
・
路
線
バ
ス
利
用
者
数
、
一
日
当
た
り
の
運
行
回
数
は
減
少

し
、
赤
字
補
助
額
は
年
々
増
加

 
・
人
口
の
約
２
５
％
に
あ
た
る
市
民
が
、
公
共
交
通
の
徒
歩

圏
域
外
に
分
布
 

都
市
機
能
 

・
医
療
施
設
（
外
科
・
内
科
）
は
概
ね
充
足
 

・
高
齢
者
施
設
は
、
充
足
率
は
高
い
が
、
カ
バ
ー
区
域
の
人
口

密
度
は
低
い
 

・
商
業
施
設
は
充
足
す
る
が
、
地
域
別
で
は
充
足
が
低
い
地

域
が
あ
る
 

中
心
市
街
地
 

・
企
業
数
、
事
業
所
数
、
従
業
者
数
と
も
に
、
県
内
第
３
位
で

筑
後
地
域
の
中
心
都
市
 

・
中
心
市
街
地
の
空
き
店
舗
率
は
平
成
２
１
年
（
２
０
０
９

年
）
２
７
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
る
が
、
約
２
０
％
を

前
後
に
横
ば
い
 

行
政
運
営
 

・
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
扶
助
費
が
大
幅
に
増
加
す
る
一
方

で
、
普
通
建
設
事
業
費
の
規
模
は
縮
小
す
る
 

・
老
朽
化
す
る
施
設
の
改
修
費
や
施
設
建
替
事
業
が
数
十
年

に
わ
た
っ
て
続
く
 

人
口
減
少
の
更
な
る
進
行
に
よ
り
 

都
市
の
問
題
が
顕
在
化

 

 

【
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
進
行
す
る
問
題
】
 

○
人
口
減
少
が
顕
著
で
一
定
規
模
の
人
口
を
確
保
で
き
な
い
地
区
が
発
生
し
、
サ
ー

ビ
ス
施
設
の
撤
退
や
そ
れ
に
伴
う
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
居
住
地

が
増
加
 

○
人
口
構
成
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
高
齢
者
福
祉
施
設
や
児

童
福
祉
施
設
の
過
不
足
が
発
生

 

○
久
留
米
中
心
地
域
以
外
で
は
、
施
設
の
利
便
区
域
内
（
徒
歩
圏
内
）
の
人
口
密
度

が
低
く
、
機
能
の
持
続
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
 

○
人
口
減
少
に
伴
い
、
生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
縮
小
・
撤
退
が
進
行
す
る
恐
れ
が
あ

り
、
生
活
利
便
性
の
更
な
る
低
下
を
招
く
可
能
性
が
あ
る

 

○
近
年
の
中
心
市
街
地
の
居
住
人
口
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
歩
行
者
数
は
減
少

傾
向
に
あ
り
、
市
中
心
部
の
賑
わ
い
低
下
が
市
域
全
体
の
魅
力
低
下
を
招
く
恐
れ

が
あ
る

 

○
低
密
度
な
市
街
地
の
拡
大
が
進
ん
で
お
り
、
こ
の
ま
ま
進
め
ば
、
都
市
基
盤
施
設

の
維
持
管
理
費
の
増
大
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
 

○
市
街
地
に
お
い
て
も
、
災
害
の
危
険
な
区
域
が
存
在

 

○
公
共
交
通
利
用
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
き
、
公

共
交
通
の
利
便
性
の
低
い
地
域
が
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

 

○
高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
扶
助
費
が
増
大
す
る
こ
と
で
、
公
共
施
設
の
改
修
や
建

替
え
を
行
う
た
め
の
十
分
な
予
算
の
確
保
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
 

○
市
街
地
の
拡
大
・
低
密
度
化
が
進
行
し
続
け
れ
ば
、
都
市
基
盤
施
設
の
維
持
管
理

費
の
増
大
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
 

○
人
口
減
少
に
よ
る
様
々
な
問
題
が
、
都
市
の
衰
退
を
進
行
さ
せ
、
更
な
る
人
口
減

少
の
要
因
と
な
り
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
続
く
 

・
人
口
減
少
に
よ
る
空
き
家
の
増
加
に
伴
う
、
防
犯
上
の
危
険
性
の
増
大
 

・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
維
持
で
き
な
い
問
題
が
発
生

 
他

 

＜
人
口
の
推
移
か
ら
み
る
問
題
＞

 
 ＜
各
種
都
市
の
問
題
＞

 
 ＜
人
口
減
少
の
更
な
る
進
行
に
よ
り
顕
在
化
す
る
問
題
＞

 
 

 

【
課
題
】
 

 生
活
サ
ー
ビ
ス
施
設
が
維
持
で
き
る
圏
域
人
口
密
度
の

確
保
が
必
要

 

  中
心
市
街
地
の
求
心
力
を
高
め
活
性
化
を
図
る
こ
と
が

必
要

 

公
共
交
通
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
交
通
沿

線
に
お
け
る
人
口
密
度
の
確
保
や
土
地
利
用
と
連
携
し

た
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
必
要

 

公
共
施
設
の
統
廃
合
な
ど
に
よ
る
量
と
機
能
の
見
直

し
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
形
成
や
各
種
都
市
機
能

の
集
積
に
よ
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
な
か
で
効
率
的

で
効
果
的
な
行
政
（
都
市
）
経
営
を
図
る
こ
と
が
必

要
 

 市
街
地
を
維
持
す
る
人
口
の
維
持
・
集
積
を
図
る
こ
と

が
必
要

 

 集
約
型
の
都
市
構
造
へ
の
転
換
が
必
要

 

 

【
課
題
】

【
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
進
行
す
る
問
題
】

【
久
留
米
市
の
現
状
】

（
４
）
久
留
米
市
の
現
状
と
将
来
の
課
題



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

（１）居住誘導区域の設定について                        

①居住誘導区域設定の考え方 

 

 

略（変更なし） 

 

 

②区域設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

（１）居住誘導区域の設定について                        

①居住誘導区域設定の考え方 

 

 

略（変更なし） 

 

 

②区域設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 
居居住住誘誘導導区区域域  

４ 
居居住住誘誘導導区区域域  

３ 
久久留留米米市市立立地地適適正正化化計計画画のの基基本本方方針針  

区
域
設
定
の
基
準 

以下の全てを満たす区域 

○市街化区域内又は用途地域内 

○一定規模の人口が集積する区域 

将来的にも、人口密度４０人／ｈａ以上（市街化区域程度）を維持することが可
能と考えられる区域 

○拠点周辺及び公共交通の利便性が高い区域 

市役所・総合支所から８００ｍ圏域※¹ 

鉄道駅から８００ｍ圏域※¹、バス停から３００ｍ圏域※¹ 

対象：基幹公共交通網※² ：広域幹線バス網(※³)のバス停 

   ：久留米市都市計画マスタープランで示す中央部地域のバス停 

以下の区域を除く 

○工業系の用途地域であり、居住を誘導するに相応しくない区域 

○災害リスクの高い区域（災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区

域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊等氾濫想定区域） 

※¹鉄道駅及びバス停などからの徒歩圏は、「都市構造評価ハンドブック」に位置付けられた徒歩圏から設定 

※²鉄道駅及び運行頻度が片道３０本／日以上のサービス水準を有するバス停 

※³久留米市都市交通マスタープラン（Ｈ２５．２）に位置付け 

区
域
設
定
の
基
準 

以下の全てを満たす区域 

○市街化区域内又は用途地域内 

○一定規模の人口が集積する区域 

将来的にも、人口密度４０人／ｈａ以上（市街化区域程度）を維持することが可
能と考えられる区域 

○拠点周辺及び公共交通の利便性が高い区域 

市役所・総合支所から８００ｍ圏域※¹ 

鉄道駅から８００ｍ圏域※¹、バス停から３００ｍ圏域※¹ 

対象：基幹公共交通網※² 

：広域幹線バス網(※³)のバス停 

   ：久留米市都市計画マスタープランで示す中央部地域のバス停 

以下の区域を除く 

○工業系の用途地域であり、居住を誘導するに相応しくない区域 

○災害のリスクがある区域（土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域） 

※¹鉄道駅及びバス停などからの徒歩圏は、「都市構造評価ハンドブック」に位置付けられた徒歩圏から設定 

※²鉄道駅及び運行頻度が片道３０本／日以上のサービス水準を有するバス停 

※³久留米市都市交通マスタープラン（Ｈ２５．２）に位置付け 

３ 
久久留留米米市市立立地地適適正正化化計計画画のの基基本本方方針針  



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居住誘導区域の設定の考え方（イメージ）＞ ＜居住誘導区域の設定の考え方（イメージ）＞ 

図：居住誘導区域全図 図：居住誘導区域全図 

 

 

 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

（１）都市機能誘導区域の設定について                         

①都市機能誘導区域設定の考え方 

●区域範囲のイメージ 

 

略（変更なし） 

 

 

②区域設定について 

 

略（変更なし） 

 

●区域範囲のイメージ 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）誘導施設の設定について                             

 

略（変更なし） 

 

 

 

（１）都市機能誘導区域の設定について                         

①都市機能誘導区域設定の考え方 

●区域範囲のイメージ 

 

略（変更なし） 

 

 

②区域設定について 

 

略（変更なし） 

 

●区域範囲のイメージ 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）誘導施設の設定について                             

 

略（変更なし） 

５ 
都都市市機機能能誘誘導導区区域域及及びび誘誘導導施施設設  

５ 
都都市市機機能能誘誘導導区区域域及及びび誘誘導導施施設設  

＜都市機能誘導区域の設定の考え方（イメージ）＞ ＜都市機能誘導区域の設定の考え方（イメージ）＞ 

図：都市機能誘導区域全図 

 

 

 

 

図：都市機能誘導区域全図 

 

 

 

 

 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図
：都
市
機
能
誘
導
区
域
及
び
居
住
誘
導
区
域

 

図
：都
市
機
能
誘
導
区
域
及
び
居
住
誘
導
区
域



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

（１）防災指針の必要性                             

近年、全国各地で土砂災害や河川堤防の決壊等による浸水などが発生し、生命や財

産、社会経済に甚大な被害が生じており、今後も気候変動の影響による自然災害が頻

発・激甚化することが懸念されます。 

コンパクトで安全なまちづくりを推進するため、市全域における取組を踏まえつつ、

特に居住誘導区域における災害リスクに対して、必要な防災・減災対策を計画的かつ

着実に取り組むことが必要です。 

本市が有する災害リスクは、主に震災リスク（地震）と水災害リスク（洪水、内水、

高潮及び土砂災害）があります。 

地震に関するリスクについては、うきは市浮羽町から本市田主丸町を経て合川町ま

でに至る、全長約 26 キロメートルの水縄活断層を有しています。 

水縄断層帯の最新の活動は、679 年(天武 7 年)の筑紫地震とされています。筑紫地

震はマグニチュード 6.5〜7.5 の規模と推測され、日本書紀によると『幅 2 丈(6 メート

ル)、長さ 3 千余丈(10 キロメートル)の地割れ』が生じ、家屋の倒壊が多数あったとさ

れています。 

この断層帯の調査結果によると、過去の活動時期から平均的な活動周期は、約 1 万

4 千年に 1 回の活動とされており、今後 30 年～300 年以内の地震発生確率はほぼ０パ

ーセントに近い数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

略（変更なし） 

 

 

 

（新設） 

 

６ 
誘誘導導施施策策のの展展開開  ６ 

誘誘導導施施策策のの展展開開  

７ 
防防災災指指針針  

（出典：地震調査研究推進本部） 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

また、平成 17 年の福岡県西方沖地震を踏まえ、国が警固断層帯調査を行った結果、

今後 30 年以内に地震が発生する確率は 0.3～6.0％となっています。仮に警固断層帯

南東部（福岡市）でマグニチュード 7.2 の地震が発生した場合は、本市においても震

度６弱以上の揺れが起こると予測されています。 

このような災害リスクを踏まえ、本市は、地震の揺れに対する建築物の安全性を向

上させるため、耐震改修促進計画を策定し、その対策に取り組んでいます。 

更に、谷や沢を埋めた造成宅地等に代表される大規模盛土造成地では、東日本大震

災等において滑動崩落した事例が報告されており、本市においても、大規模盛土造成

地マップを公表し、安全性の検証に取り組んでいきます。 

 

一方、水災害リスクに関しては、毎年のように豪雨による浸水被害が発生しており、

近年、特に頻発・激甚化しています。そのため、洪水、内水、高潮、土砂災害など、

災害の種類ごとに検討を行う必要があるとともに、災害が同時発生することによる被

害の拡大等も想定し、これらの災害対策を総合的に検討することが必要です。 

防災指針では、本市の有する災害リスクや近年の被害状況を踏まえ、特に頻発・激

甚化しつつある水災害に特化することで、効果的な防災・減災対策の取組方針を示し

ます。なお、防災指針は、別冊として取りまとめます。 

 

 近年の水災害状況 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

降雨名
H29.7月

九州北部豪雨
H30.7月豪雨 R1.7月豪雨 R1.8月大雨 R2.7月豪雨

降雨期間
H29/7/5~6

【7/5大雨特別警報】

H30/6/28~7/8

【7/6大雨特別警報】

R1/7/18~22

【7/21記録的短時間大雨情報】

R1/8/26~29

【8/28大雨特別警報】

R2/7/5~11

【7/6大雨特別警報】

総降水量
178.0mm

※近隣朝倉市1,000mm超
386.0 mm 474.5 mm 408.0 mm

772.0 mm

[7/8~11累計値]

住宅被害
（内床上浸水）

1棟

（１棟）

1,434棟

（423棟）

316棟

（196棟）

51棟

（27棟）

1,955棟

（335棟）

道路被害 14件 369件 58件 127件 191件

河川被害 0件 14件 25件 34件 37件

土砂災害 0件 43件 0件 0件 7件

農作物及び
施設・機械被害

0.4億円

（被害面積　856.5ａ）

25.3億円

（被害面積　1025.7ａ）

4.6億円

（被害面積　172.6ａ）

7.1億円

（被害面積　872.7ａ）

16.3億円

（被害面積　2412.0ａ）



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

 

１）目標値                                  

 久留米市立地適正化計画の実現を図るために、「コンパクトなまちづくり」や「公共

交通によるネットワーク」の達成を示す目標値を以下の通り設定します。 

また、防災指針において災害リスクの低減を図るための目標値を以下の通り設定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）目標値                                  

 久留米市立地適正化計画の実現を図るために、「コンパクトなまちづくり」や「公共

交通によるネットワーク」の達成を示す目標値を、以下の通り設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

目標１ 居住誘導区域内の人口密度（人／ha） 

 
基準値：５４人／ｈａ 

（平成２７年（２０１５年）） 

目標値：５４ 人／ｈａ 

（令和７年（２０２５年）） 

 

目標２ 公共交通利用回数（回／人・年） 

 
基準値：１３２ 回／人・年 

（平成２７年（２０１５年）） 

 

目標値：１４０ 回／人・年 

（令和７年（２０２５年）） 

 

目標３ 住民のすみやすさ意識（％） 

 
基準値：８２ ％ 

（平成２７年（２０１５年）） 

 

目標値：９０ ％ 

（令和７年（２０２５年）） 

 

７ 
計計画画のの評評価価  

目標１ 居住誘導区域内の人口密度（人／ha） 

 
基準値：５４人／ｈａ 

（平成２７年（２０１５年）） 

目標値：５４ 人／ｈａ 

（令和７年（２０２５年）） 

 

目標２ 公共交通利用回数（回／人・年） 

 
基準値：１３２ 回／人・年 

（平成２７年（２０１５年）） 

 

目標値：１４０ 回／人・年 

（令和７年（２０２５年）） 

 

目標３ 住民のすみやすさ意識（％） 

 
基準値：８２ ％ 

（平成２７年（２０１５年）） 

 

目標値：９０ ％ 

（令和７年（２０２５年）） 

 

８ 
計計画画のの評評価価  

目標５ 内水ハザードマップ(道路冠水注意マップ除く)整備率（％） 

目標４ 自主防災マニュアルの策定率（％） 

 
基準値：５０％ 

（令和３年（２０２１年）） 

目標値：１００％ 

（令和７年（２０２５年） 

 

防災指針 

 
基準値： ― 

（令和３年（２０２１年）） 

 

目標値：１００％ 

（令和７年（２０２５年） 

 

防災指針 

目標６ 洪水標識の設置（％） 

 
基準値： ― 

（令和３年（２０２１年）） 

 

目標値：１００％ 

（令和７年（２０２５年） 

 

防災指針 



 

変  更  後 変  更  前 

 

 

（２）計画の評価                                 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他区域外への対応について                          

 

略（変更なし） 

 

 

（２）計画の評価                                 

 

略（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他区域外への対応について                          

 

略（変更なし） 

９ 
計計画画のの評評価価  

８ 
計計画画のの評評価価  


